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会議記録（１） 

会議名称 北本市特別職報酬等審議会（第１回） 

開会及び 

閉会日時 
令和７年１２月１日（月）午後２時から 

開催場所 北本市文化センター 第４会議室 

議長氏名 松本 光男 

出席委員氏名 大谷 晋作、横田 清、福島 忠夫、関根 智、金綱 幾代、田中 正昭 

説明者の 

職 氏 名 

諮問  北本市長 三宮 幸雄 

事務局 総務課長 髙橋 良輔、総務課主幹 河田 美穂 

事務局職 

員職氏名 
総務課長 髙橋 良輔、総務課主幹 河田 美穂 

会議次第 

１ 開会 

２ 委嘱書交付 

３ 市長あいさつ 

４ 委員紹介 

５ 会長及び副会長の選出 

６ 会長及び副会長のあいさつ 

７ 諮問 

８ 議事 

(1) 議員報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料の額等について 

(2) その他 

９ 閉会 

配布資料 

・ 次第 

・ 令和７年度北本市特別職報酬等審議会委員名簿 

・ 資料１ 北本市執行機関の附属機関に関する条例及び北本市特別職報酬等審   

    議会規則 

・ 資料２ 北本市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

・ 資料３ 市長及び副市長の給与等に関する条例 

・ 資料４ 北本市教育委員会教育長の給与等に関する条例 

・ 資料５ 特別職報酬等審議会の状況 

・ 資料６ 議員報酬並びに市長並びに副市長（助役）及び教育長の給料の改定 

    状況 

・ 資料７ 県内の市における議員の報酬月額一覧 

・ 資料８ 県内の市における市長、副市長及び教育長の給料月額一覧 

・ 資料９ 類似団体について 

・ 資料１０ 県内類似団体（Ⅱ－３）における月額報酬及び給料月額の高低状

況 

・ 資料１１ 県内類似団体（Ⅱ－３）における議員定数等 

・ 資料１２ 県内類似団体（Ⅱ－３）における財政状況 

・ 資料１３ 北本市一般会計歳入・歳出の財政見通し（令和７年度～令和９年

度） 

・ 資料１４ 人事院勧告の概要（令和４年～令和９年） 
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会議記録（２） 

発言者 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

事務局 

 

 

市長 

 

 

市長 

 

 

事務局、委員 

 

 

事務局 

 

 

市長 

 

 

福島委員 

 

松本委員 

 

市長 

 

 

 

 

松本委員、福島

委員 

 

市長 

 

 

事務局 

 

 

 

松本議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

１ 開会 

（－略－） 

 

２ 委嘱書交付 

（－略－） 

 

３ 市長あいさつ 

（－略－） 

 

４ 委員紹介 

（－略－） 

 

５ 会長及び副会長の選出 

続いて、会長及び副会長を選出する。正副会長の選出にあたっては、市長

が議長となり進行する。 

 

それでは、次第５ 会長及び副会長の選出を議題とする。会長及び副会長

に立候補する方、または推薦する方はいるか。 

 

会長には松本委員が適任と考えるので、推薦する。 

 

副会長には福島委員が適任と考えるので、推薦する。 

 

ただいま、福島委員、松本委員より、会長に松本委員、副会長に福島委員

との推薦があった。推薦のとおりで、異議はないか。異議がないようなの

で、会長を松本委員、副会長を福島委員とすることに決定する。 

 

６ 会長及び副会長のあいさつ 

（－略－） 

 

７ 諮問 

（－略－） 

 

８ 議事 

これより、北本市特別職報酬等審議会規則第４条第２項の規定により、会

長が会務を総理することとなっているため、会議の進行を会長にお願いす

る。 

 

議事に入る前に、北本市附属機関等の会議の公開に関する規則に基づき、

当審議会の会議の公開又は非公開についての決定をしていただきたい。これ

までの前例について事務局より説明をお願いする。 

 

附属機関等の会議の公開又は非公開の決定については、北本市附属機関等

の会議の公開に関する規則に基づき、当該会議に諮って決定を行うものとさ

れている。特別職報酬等審議会につきましては、傍聴人がいることによりそ

の審議内容が左右されることが懸念される等の理由により、本市においては

従来より非公開としてきており、前回の令和３年度の特別職報酬等審議会に

ついても、非公開としていた。 
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松本議長 

 

 

 

 

 

松本議長 

 

 

 

 

ただいま、事務局より、当審議会については従来より非公開としてきた旨

の説明があった。非公開とすることで問題がないのであれば、非公開とした

いが、非公開とすることについて意見はあるか。 

 

（異議なし） 

 

異議がないようなので、会議については非公開と決定する。 

 

― 以下、非公開 ― 

 

 

 

 


